
指定難病登録者証の交付について

＜指定難病登録者証とは＞

・ 福祉・就労等の各種支援を受ける際に、医師の診断書に代わり、指定難病の患者であることの

証明に使用できます。（特定医療費の支給を受けることはできません。）

・ 医療費助成の対象とならない方も、指定難病の診断基準を満たしていることが確認できた方に

ついては、交付することができます。

・ マイナポータルにおいてご自身の情報を確認していただくことができます。

・ 指定難病登録者証に「指定難病名」がマイナンバー連携されることはありません。

・ 指定難病登録者証に有効期限はありませんので、再登録や更新は不要です。

愛媛県

ハローワーク等

市町村
（障害福祉サービス）

１．交付方法

交付の方法は原則としてマイナンバー情報連携です。

マイナンバーカードの交付を受けていないなどの場合は、別途書面により交付します。

２．申請について

１）医療費助成と同時申請の場合

特定医療費（指定難病）支給認定等申請書の指定難病登録者証申請欄に申請のチェックをして提

出してください。

２）指定難病登録者証のみ申請の場合

特定医療費（指定難病）支給認定等申請書に必要事項を記載し（記載案内参照）、下記①～⑤の

必要書類を添えて提出してください。

① マイナンバー確認書類（マイナンバーカード等）

② マイナンバー調書

③ 指定難病にかかっていることを証明する書類（いずれか一つ）

・臨床調査個人票（指定医の記載から６か月以内のもの）

・特定医療費（指定難病）受給者証の写し（有効期間満了後のものでも可）

・不認定通知書（診断基準を満たしているものに限る）

④ 現住所を確認できる書類

・ 住民票（マイナンバー確認書類をマイナンバーが表示された住民票とする場合は省略可）

⑤ 委任状（本人以外が申請者の場合）

マイナンバー連携等による確認

③各種支援への活用①申請書等の提出

②指定難病

登録者証の交付

患者

※ 利用するサービスによって確認方法が異なりますので、あらかじめ

各サービス担当窓口へお問い合わせください。



表面 裏面

指定難病登録者証のみ申請される場合（記載案内）

保健所名 電話番号 管轄する市町

四国中央保健所 0896-23-3360 四国中央市

西条保健所 0897-56-1300 新居浜市、西条市

今治保健所 0898-23-2500 今治市、上島町

中予保健所 089-909-8757 伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町

八幡浜保健所 0894-22-4111 八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町

宇和島保健所 0895-22-5211 宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町

松山市保健所 089-911-1857 松山市

管轄保健所一覧

〒790-0811
松山市本町七丁目２番地 愛媛県本町ビル１階
愛媛県難病医療事務センター
電話 089-926-7707

＜指定難病登録者証に関するお問い合わせ先＞

詳細については愛媛県ホームページ
をご覧ください。

URL
https://www.pref.ehime.jp/page
/69213.html

愛媛県

問い合わせ先・送付先
について記載

申請者に
ついて記載

指定難病登録者証の申請につ
いて記載

研究利用同意について記載

病名を記載

受給者番号・氏名・年齢
生年月日・住所・電話番号を記載
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